
資料 ２

今後の予定 

 
 

平成２３年５月中旬   改訂意匠審査基準（第２部第 1 章（案）、第 7 部

～６月中旬      第 1 章（案）、第 7 部第４章（案））についての 
パブリックコメント募集 

 
 
平成２３年７月   改訂意匠審査基準の決定、周知、運用開始 


